
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 志高く 未来を切り拓く 』立川中学校通信 

 

 

                
第 1９号 令和４年 1２月 20日（火）発行 文責 佐藤正人 

 今年度、生徒会の活動キーワードとして掲げた「こう動」 

の第 6ステージ（考えて動く）を振り返る取り組みがあり

ました。1年生は、春先に立てた「各自の目標」に再度目

を向け、今までの「こう動」で自分に足りなかったところ

は何かを確認し、これからの自分の在り方を見つめなおし

ました。 

２・3 年生は「命」の講話を聞く機会があり、家族によって愛情豊かに育てられ

た自分と、同じように大事に育てられた隣に座っているクラスメイトのことを考え、

“お互い大切な存在”であることをもう一度確認することができました。 

考えることは、お互いに“思いを寄せること”であり、 

考えることで、争いごとを防ぐことができます。 

また、考えることで、視野が広がり、気づく力を育むことができます。 

「花火」で芥川賞を受賞した又吉直樹さんは、「考えることを避けたがる人は、考え

ることが好きな人に勝てない」と述べています。 

現代は「ストレス社会」と揶揄されますが、「どうしてなんだろう」と相手に思いを寄せるだけで、小さなことに目くじらを立てなくて

済むようになり、ストレスも減らすことができると考えます。（「ストレス」と口に出すから「ストレス」になるのだ、という人もいます）

そういう点で、生徒会の「こう」の一文字を各ステージのテーマに掲げ、自分を見つめなおす“きっかけづくり”の取り組みは素晴らしい

と思います。 

学校だより第 4号も参照ください。 

３年生の意志を受け継ぎ、自分達の隠し味を加え、新たな立中を創

り上げようと、１２名の生徒が名乗りを上げ、思いを語りました。 

今後、先輩達のアドバイスを受けながら、立川中学校の「顔」とな

る生徒会活動に取り組んでくれることと思います。 

それぞれの公約実現に向けて始まる新生徒会に期待しています。 

  

  

 
 

 

  

  

  

 

今年もタブレットを活用した電子投票を行

いました。集計ミスを防ぐことができ、早く

結果が出せる。等の良さが見られました。 



11月 28日（月）余目第四まつづくりセンターを会場に、『庄内町中学校部活動地域指導者研修会』が行われました。県教育庁庄内教育

事務所社会教育課からは、①県の運動部活動と地域の連携の在り方に関する検討委員会で確認されたことを。また、庄内町教育委員会から

は、②今後の部活動の在り方とガイドラインの改正点について説明がありました。 

① について 

■令和 8年度から休日は学校教育の一環として行われる部活動を行わない。 

■令和 5年度から令和 7年度の 3年間で、休日は部活動を原則行わないように地域の活動へ移行していく。 

② について 

  ■休日の部活動の段階的な地域移行に向け、全ての部活動が令和 7年度までの 3年間で段階的に「段階Ⅰ」に到達することを目標 

にする。 

 

 

 

 

 

※立川中学校は、指導者の皆さん、保護者の皆さんによるご協力の下、現在段階Ⅱの部活（剣道、卓球、ソフトテニス）と、段階Ⅰ（柔道）

の部活があります。次年度は、他に先駈け全ての部活動において段階Ⅰになるように環境作りに努めて参ります。ご協力をお願いいたし

ます。 

■ガイドラインにおける定義の変更・・・令和５年度から実施 

 

 

 

 

今までのＣ活動が２つに区分されます。 

  ａ：Ｃ１活動【ガイドライン遵守】 

（１） 庄内町スポーツ協会に加盟する団体の活動 

（２） 中学生が参加するスポーツ少年団（Ｄ活動） 

（３） 響ホール事業推進協議会が育成団体として認める団体の活動 

  ｂ：Ｃ２活動【ガイドライン遵守協力依頼】 

    Ｃ１以外のＣ活動とし、「ガイドライン設定の趣旨」に鑑み、その遵守について協力を求めるものとする。 

※Ｃ１に取り組んでいる生徒（陸上スポ少など）が余目中学校の生徒と一緒に活動できるように、委員会へ協力を求めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階Ⅳ 休日の部活動を教員に頼らざるを得ない状況。 

段階Ⅲ 休日の部活動を、目安として月１回以上は顧問がつかないで練習する。 

段階Ⅱ 休日の部活動を、目安として月２回以上は顧問がつかないで練習する。 

段階Ⅰ 休日に教員はつかず、完全に地域移行している状況。 

 Ａ活動 部活動（学校教育活動）        【ガイドライン遵守】 

 Ｂ活動 支援クラブ活動（保護者会練習）    【ガイドライン遵守】 

 Ｃ活動 その他の活動（生涯スポーツ・文化活動）・【ガイドライン遵守】 

3 年生はいよいよ受験ラストスパートに向けて、「学

びの軌跡」として3月7日までの取り組み計画と日々

の時間設計を。2年生は、ジェスチャーゲームを通し、

人前での恥ずかしさで何もできなくなる自分を克服。

1年生は「おにごっこ」と「ドッチビー」 

で親睦を深めていました。それぞれ今何を 

すべきかを捉え、厳しさの中にも笑いを交 

え、クラスの課題解決に向けみんな真剣に 

取り組んでいました。令和４年度の総仕上げ 

そして５年度の成長に向け、既に動き出して 

います。 

2学期も終盤、各学年学活風景をのぞいてみました。 


